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福
岡
県
教
育
庁
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
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福
岡
県
教
育
庁
文
書
管
理
規
程
（
平
成
十
六
年
一
月
福
岡
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
第
一
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

本
則
中
「
福
岡
県
文
書
管
理
規
程
（
平
成
十
六
年
一
月
福
岡
県
訓
令
第
一
号
）
の
規
定
（
」
の
下
に

「
第
四
条
第
四
項
、
」
を
加
え
る
。

　

本
則
の
表
第
九
条
第
一
項
の
項
中
「
行
政
経
営
企
画
課
」
を
「
総
務
部
行
政
経
営
企
画
課
（
以
下
「

行
政
経
営
企
画
課
」
と
い
う
。
）
」
に
、
「
総
務
企
画
課
」
を
「
教
育
総
務
部
総
務
企
画
課
（
以
下
「

総
務
企
画
課
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
表
第
三
十
一
条
第
一
項
の
項
中
「
第
三
十
一
条
第
一
項
」

を
「
第
三
十
二
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
表
第
三
十
二
条
第
三
項
の
項
を
削
り
、
同
表
第
三
十
七
条
第

一
項
の
項
中

「
前
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
い
ず
れ
に
も

　

該
当
す
る
文
書
は
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
に
よ
り
送
信
す

　

る
こ
と
が
で
き
る
。

　

一　

公
印
の
押
印
を
省
略
し
た
文
書
で
あ
る
こ
と

　

二　

発
信
者
名
が
所
属
長
で
あ
る
こ
と
。　
　
　
　

」
を

「
福
岡
県
行
政
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
シ
ス
テ
ム
の
電

　

子
メ
ー
ル　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
に
、
「
前
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
公

印
の
押
印
を
省
略
し
た
文
書
は
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
に
よ
り
送
信
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
を
「
業
務
用

シ
ス
テ
ム
の
電
子
メ
ー
ル
」
に
改
め
、
同
表
第
四
十
九
条
第
一
項
の
項
中
「
書
面
」
を
「
文
書
」
に
改

め
る
。
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（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
五
年
七
月
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
訓
令
に
よ
る
改
正
後
の
福
岡
県
教
育
庁
文
書
管
理
規
程
の
規
定
は
、
こ
の
訓
令
の
施
行
の
日

以
後
に
作
成
し
、
又
は
取
得
し
た
文
書
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
作
成
し
、
又
は
取
得
し
た
文

書
の
事
務
の
処
理
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

目

次

教
育
委
員
会


